
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 CASE―1 

  子どもがライターで紙製品やおもちゃなどに火をつけて遊び、放置したため燃え上がり

火災となり、住宅の 1 室を焼きました。 

  CASE―2 

 子どもがライターで火遊びしていたところ、布製のものに火がついてしまい、共同住宅

の 1 室を焼く火災となりました。 

CASE-3 

建物の敷地内で、子どもが路地にあるごみ類にライターで火をつけ遊んでいたところ、

建物の外壁などを焼きました。 

 

 

子どもにとって「火」というものは身近でありながら、普段使用を制限されているために

逆に好奇心を抱くことも考えられます。 

 火のおそろしさを知らないまま、興味だけで火をつけて遊んでいるうちに、思いもよらな

いところに火がついてしまったり、消火が十分にできていないまま放置したりして火災とな

っています。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「火事を知る！」 

「身を守る！」 

ダメ！「火遊び」 


